
【令和6年度診療報酬改定 参考資料】

在宅医療におけるICT（はち丸ネットワーク)を
用いた連携の推進について

※ 本資料は令和6年3⽉5⽇に厚⽣労働省より発出された通知・診療報酬改定の概要資料に基づき作成して
おります。
※ 新設の「在宅医療情報連携加算」については、算定要件・施設基準等を満たす形ではち丸ネットワー
クをご利⽤いただくことにより、算定可能であるものと考えております。なお、今後の新たな通知や疑義
解釈等で変更になる可能性があること、および算定を確約するものではないことをご了承ください。
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ア 以下について、患者の同意を得ていること。
（イ）当該保険医療機関の医師が、医療関係職
種等によりＩＣＴを⽤いて記録された患者の
医療・ケアに関わる情報を取得及び活⽤した
上で、計画的な医学管理を⾏うこと。

（ロ）医師が診療を⾏った際の診療情報等につ
いてＩＣＴを⽤いて記録し、医療関係職種等
に共有すること。

【算定要件】
ア～カのすべてを満たす必要があります。

はち丸ネットワークでは、
書面による同意取得をお願いしております。



イ 訪問診療を⾏った⽇に当該保険医療機関の職員が、次回の訪問診療の予定⽇及
び当該患者の治療⽅針の変更の有無について、ＩＣＴを⽤いて医療関係職種等
に共有できるように記録すること。また、当該患者の治療⽅針に変更があった
場合には、医師がその変更の概要について同様に記録すること。

ウ 訪問診療を⾏った⽇に医師が、患者の医療・ケアを⾏う際の留意点を医療関係
職種等に共有することが必要と判断した場合において、当該留意点をＩＣＴを
⽤いて医療関係職種等に共有できるように記録すること。



エ 当該保険医療機関の患者の医療・ケアに関わる者が、患者の⼈⽣の最終段階にお
ける医療・ケア及び病状の急変時の治療⽅針等についての希望を患者⼜はその家
族等から取得した場合に、患者⼜はその家族等の同意を得た上でＩＣＴを⽤いて
医療関係職種等に共有できるように記録すること。
なお、医療関係職種等が当該情報を取得した場合も同様に記録することを促すよ
う努めること。

オ 訪問診療を⾏う場合に、過去 90 ⽇以内に記録された患者の医療・ケアに関する
情報(当該保険医療機関及び当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関
等が記録した情報を除く。)をＩＣＴを⽤いて取得した数が１つ以上であること。
なお、当該情報は当該保険医療機関において常に確認できる状態であること。

カ 医療関係職種等から患者の医療・ケアを⾏うに当たっての助⾔の求めがあった場
合は、適切に対応すること。



（１）在宅での療養を⾏っている患者の診療情報等について、在宅医療情報連携加算
⼜は在宅⻭科医療情報連携加算を算定する保険医療機関と連携する他の保険医
療機関、介護保険法に定める居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、
居宅介護⽀援事業者若しくは施設サービス事業者⼜は障害者の⽇常⽣活及び社
会⽣活を総合的に⽀援するための法律に基づく指定特定相談⽀援事業者若しく
は児童福祉法に基づく指定障害児相談⽀援事業者等（以下「連携機関」とい
う。）とＩＣＴを⽤いて共有し、当該情報について常に確認できる体制を有し
ている医療機関であること。

【施設基準】

（２）当該医療機関と患者の診療情報等を共有している連携機関（特別の関係にある
ものを除く。）の数が、５以上であること。



（３）地域において、連携機関以外の保険医療機関等が、当該ＩＣＴを⽤いた情報を
共有する連携体制への参加を希望した場合には連携体制を構築すること。ただ
し、診療情報等の共有について同意していない患者の情報については、この限
りでない。

（４）(１)に規定する連携体制を構築していること及び実際に患者の情報を共有して

いる実績のある連携機関の名称等について、当該保険医療機関の⾒やすい場所

に掲⽰していること。
（５）(４)の掲⽰事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

⾃ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではな
いこと。

★ はち丸ネットワークは厚⽣労働省の定める

「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応しています。



院内掲示と同様の内容が掲載されている
ウェブサイトのURLを記入します

施設基準届出様式（記載例）

ICT連携で実績のある施設を5施設以上記載

はち丸ネットワーク

〇〇クリニック
〇〇病院
〇〇⻭科クリニック
〇〇薬局
〇〇訪問看護ステーション
〇〇居宅介護⽀援事業所
〇〇訪問介護

保険医療機関
保険医療機関
保険医療機関

保険薬局
訪問看護ステーション

居宅介護⽀援事業所

訪問介護事業所

〇〇〇〇 名古屋市〇〇区〇〇町1-2-3
〇〇〇〇 名古屋市〇〇区〇〇町2-2-3
〇〇〇〇 名古屋市〇〇区〇〇町3-2-3
〇〇〇〇 名古屋市〇〇区〇〇町4-2-3
〇〇〇〇 名古屋市〇〇区〇〇町5-2-3
〇〇〇〇 名古屋市〇〇区〇〇町6-2-3
〇〇〇〇 名古屋市〇〇区〇〇町7-2-3

〇〇
〇

〇 https://www.****.ne.jp



院内掲示・ウェブサイトへの掲載（見本）

word形式のデータをダウンロードいただけます。
各医療機関にて必要に応じて加筆修正等していただき、
院内の掲示、ウェブサイトへの掲載にご活用ください。



患者の同意に基づき、市内の病院・診療所・⻭科診療所・薬局・訪問看護ステーション・介護サービス事業所な
どをネットワークで結び、参加者（患者）の診療・調剤・介護情報を共有するシステムです。

はち丸ネットワークについて



WEB版（パソコン・スマホ等） モバイルアプリ版（スマホ等）

多職種連携ツール（チャットルーム）

登録患者を⽀援する多職種間で情報共有を⾏うことができます。



私の意思書および医療機関同意書のアップロード機能

在宅での看取りを希望される⽅の延命処置に関する「私の意思書および医
療機関同意書（私の意思書）」についてをアップロードしていただくこと
で、はち丸ネットワーク患者チャット内でも共有ができます。



医療・介護・健診情報ビューア

名古屋市より取得する医療、⻭科、調剤のレセプト情報、介護情報、健診
情報が閲覧できます。



モバイルアプリ版

スマートフォン・タブレット端末からは、利便性の⾼いモバイルアプリ版
もご利⽤いただけます。



★ 名古屋市医師会と名古屋市が勧める多職種連携に特化したＩＣＴツール

★ 「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応したシステム

★ パソコン・タブレット・スマートフォンで閲覧、記録が可能

★ システム使用料 無 料 ！！

“はち丸ネットワーク”の活用で多職種連携
がよりスムーズになります！！


